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１. 景観計画策定・見直しの経緯 

年月日 調査・委員会・ワークショップ等 検討内容等 

18 

年 

度 

10月１日 景観行政団体となる 

10月～３月 景観基礎調査 317 件の景観資源を調査 

１月22日 景観基礎調査中間報告会 基調講演・中間報告・意見交換 

19 

年 

度 

５月14日 第１回北上市景観計画等検討委員会  

６月21日 第１回北上市景観計画検討ワークショップ 目的、内容、スケジュール等の確認 

７月24日 第２回北上市景観計画検討ワークショップ 
景観の現状と課題についての意見交換 

将来景観像・景観形成方針の検討 

８月６日 第１回北上市景観計画策定委員会  

８月９日 第２回北上市景観計画等検討委員会  

８月21日 第３回北上市景観計画等検討委員会  

８月23日 第３回北上市景観計画検討ワークショップ 
基本方針の検討・策定 

景観タイプ別規制誘導内容の検討 

７月～８月 景観調査 90 件の景観資源を調査 

10月４日 第４回北上市景観計画検討ワークショップ 景観計画区域及び行為規制の検討 

10月21日 北上市景観まちづくりフォーラム 基調講演、中間報告と意見交換 

11月８日 第４回景観計画等検討委員会  

11月９日 景観現地確認会 市内景観資源確認 

11月17日 第５回北上市景観計画検討ワークショップ 景観計画区域及び行為規制の検討 

12月11日 第６回北上市景観計画検討ワークショップ 検討内容のまとめと意見交換 

１月24日 第２回景観計画策定委員会  

３月５日 第５回北上市景観計画等検討委員会  

20 

年 

度 

６月20日 第１回行為制限基準等検討会  

６月30日 第６回北上市景観計画等検討委員会  

７月４日 第１回北上市景観計画策定市民ワーキング 経過報告、景観計画の基本方針案について 

７月８日 第２回行為制限基準検討会  

７月14日 第３回景観計画策定委員会  

８月６日 第３回行為制限基準検討会  

９月１日 第４回行為制限基準検討会  

９月５日 第２回北上市景観計画策定市民ワーキング 景観教育、景観資産認定制度、景観形成基準について 

９月29日 第５回行為制限基準検討会  

10月17日 第７回北上市景観計画等検討委員会  

10月28日 第４回北上市景観計画策定委員会  

11月８日 第３回景観計画策定市民ワーキング 良好な景観形成のための配慮事項について 

11月～12月 景観計画策定に係る意見交換会・意見公募 景観計画（素案）について 

12月15日 第６回行為制限基準検討委員会  

１月 22 日 第８回北上市景観計画等検討委員会  

２月 17 日 第５回北上市景観計画策定委員会  

３月 パブリックコメント 景観計画（案）について 

21 

年 

度 

４月 17 日 第９回北上市景観計画等検討委員会  

７月 10 日 第 10 回北上市景観計画等検討委員会  

７月 21 日 第６回北上市景観計画策定委員会  

９月 北上市景観計画策定 

９月 30 日 北上市景観条例公布 

平成28年２月３日 北上市景観審議会 景観計画見直しについて協議 

29 

年 

度 

５月～９月 関係団体ヒアリング アンケート調査 

８月 21 日 景観計画見直し市民向けワークショップ 景観見学会 

８月 31 日 景観計画見直し市民向けワークショップ 意見交換会 

２月１日 北上市景観審議会 景観計画の見直しについて協議 

７月５日 第１回景観計画見直し検討専門部会  

８月２日 第２回景観計画見直し検討専門部会  

９月 13 日 第３回景観計画見直し検討専門部会  

１月 パブリックコメント 景観計画見直し（案）について 

１月 30 日 北上市景観審議会 景観計画の見直しについて協議 

平成 30 年 12 月１日 北上市景観条例一部改正・施行 
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２.きたかみ景観資産一覧 

 

平成 30年 12月までに、112箇所が認定されています。 
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きたかみ１６地区 
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№ 名  称 地区 № 名  称 地区 

１ 垂井の里 紫陽花ロード 藤根 ５７ 鹿島神社神宮殿 鬼柳 

２ 垂井の里 和賀川と松林 藤根 ５８ 最後の３３番打ち収め札所 本宮寺 鬼柳 

３ 垂井の里 湧水群～飯島・山神・長田・万海のスズ～ 藤根 ５９ もののふの神 白鳥神社 鬼柳 

４ 垂井の里 長沼古墳群 藤根 ６０ 白狐伝説 下川原稲荷神社 鬼柳 

５ 親水公園 お滝さん 黒岩 ６１ 六軒 湧水さかさ水 鬼柳 

６ 黒岩白山鎮守の森 黒岩 ６２ 野生の生き物の生息地 親和ビオトープ 鬼柳 

７ 芸術イルミネーションパーク 黒北 ６３ 五穀の神 見渡神社 鬼柳 

８ 一望千里 古館神社展望公園～四季彩ふ安らぎスポット～ 岩崎 ６４ 曹洞宗最古刹の伝法山 正覚寺 鬼柳 

９ 夏油川落合親水空間 岩崎 ６５ イチョウ古木のある憩いの地 鬼柳八幡神社 鬼柳 

１０ お田の神さまと鎮守の森 黒岩 ６６ やすらぎの広場 鬼柳白髭神社 鬼柳 

１１ 桜と展望の庚申山 黒岩 ６７ 岩渓からの北上川上流の眺望 黒岩 

１２ 老松とさくらの地お旅屋 黒西 ６８ 子ども達の親水空間 黒岩ビオトープ 黒岩 

１３ 本通り カナダカエデ色づく歩道 黒西 ６９ 北上最後の渡し場 黒岩船場 黒岩 

１４ 文化の薫り「北上にサハラあり」詩碑 黒西 ７０ 黒岩の原風景 湧口の清水と棚田 黒岩 

１５ 北上河畔の花木の道 二子 ７１ 古道鷹巣街道の面影残す小滝さん 黒岩 

１６ 文化を伝える天満宮の森 二子 ７２ 黒岩四十九里 五輪塔 黒岩 

１７ 豊穣の郷を望む蟹沢坂 二子 ７３ 和賀氏の歴史を伝える千曳城址（黒岩城） 黒岩 

１８ 自然豊かな二子の郷 二子 ７４ 展勝地と市街地を望むウォーキングコース 立花 

１９ 風情あふれる二子（双子）の山と御前神社 二子 ７５ 里山文化を今に残す多岐神社 立花 

２０ 奥州街道の歴史を伝える稲荷神社と一里塚 二子 ７６ 北上を一望 新山観音堂 立花 

２１ 和賀氏累代の墓所 五輪壇 二子 ７７ 平安時代の巨大寺院 大竹廃寺跡 更木 

２２ 水と緑と遊漁の斎藤ヶ沢公園 二子 ７８ 臼井・更木ビオトープ公園ほたる群生地 更木 

２３ 渡舟を懐かしむ鐙ヶ淵と昭和橋 二子 ７９ 八天五輪塔（宝篋印塔と板碑） 更木 

２４ 白鳥神社境内からの北上川の川面 二子 ８０ いこいの広場 更木しらゆり公園 更木 

２５ 豊かな田園眺望 飛勢公園 二子 ８１ 更木が一望できる水乞山 更木 

２６ 和賀氏居城 八幡神社参道の石段 二子 ８２ ロマンあふれる平安の道 更木あづま海道 更木 

２７ 展勝地の桜並木と北上川 立花 ８３ コウホネ（河骨）群生地さらき 更木 

２８ 豊穣の源 頭首工公園 立花 ８４ 中世の遺徳を偲ぶ上人塚 飯豊 

２９ 桜並木を望む陣ヶ丘 立花 ８５ 新田橋下流の桜並木と夏油川 岩崎 

３０ 国見山文化を映す毘沙門堂 立花 ８６ 和賀氏歴史ロマン 岩崎城址本丸跡 岩崎 

３１ 枝垂れ桜咲く小堤公園 相去 ８７ 咲き誇る桜 黒沢尻の天満宮 黒東 

３２ 歴史を残す白山の森 相去 ８８ 安倍氏ゆかりの地 安倍館の桜と紅葉 黒東 

３３ 相去清水の森と湿地帯 相去 ８９ 展勝地対岸（川岸）からの頭首工と男山 黒東 

３４ 藩境の屋敷群と桜並木の三十人町 相去 ９０ 北上川右岸から望む 珊瑚橋と早池峰山 黒東 

３５ 水の大切さを今に伝える新堰水辺公園 黒北 ９１ 夏の風物詩 花火とトロッコ流し 黒東 

３６ 多聞院伊澤家 久那斗神社と中尊寺ハス 和賀 ９２ 八森山 成田八幡神社 飯豊 

３７ 黄金の道 秀衡街道 和賀 ９３ 奥寺堰、田園と住民を見守る奥寺神社 飯豊 

３８ 水沢鉱山（みんちぁやま）古道ふれあいの森 和賀 ９４ 弁財天と北上川の七ツ石 黒東 

３９ ミズバショウ群生地と羽山野草園 和賀 ９５ 昔の面影を今に伝える 帰帆城公園 黒東 

４０ 和賀の松島と綱取層 和賀 ９６ 癒しの小径 広瀬川せせらぎ緑道 黒東 

４１ 花と緑の岩沢駅と羽山ふれあいセンター 和賀 ９７ 旧北上市民会館跡地 常盤台てんぼう公園 黒北 

４２ ホタルの里 十石 口内 ９８ 歴史を感じさせる「花岩山永昌寺」 更木 

４３ 岩場から北上平野を望む阿古耶谷 口内 ９９ 当国二十二観音札所・臥牛寺 更木 

４４ あじさい寺 金峰山萬蔵寺 口内 １００ 旧鳩岡崎村の村社 山祇神社 江釣子 

４５ 里山の学びと憩いの森 愛宕山 口内 １０１ 口内の長寿のシンボル 亀岩 口内 

４６ 伊達藩最北の要害 浮牛城址公園 口内 １０２ すずの里 江釣子神社 江釣子 

４７ 豊かな田園と水芭蕉の群生地 飯豊 １０３ 雄大な田園と夏油三山を望む 飯豊八幡神社 飯豊 

４８ 奥州街道の往時を偲ぶ成田一里塚 飯豊 １０４ 御霊を癒す 遍照寺の盆灯 二子 

４９ 奥寺堰と田園を見守る伊勢神社 飯豊 １０５ 花とお地蔵さん 癒しの空間 慶昌寺 岩崎 

５０ 老杉に囲まれた藤沢稲荷神社 飯豊 １０６ 四季の彩り豊かな 全明寺・鐘楼堂 江釣子 

５１ 展勝地を一望する男山山頂 稲瀬 １０７ すず湧き出る 佐野公園とぽんぽこ泉 江釣子 

５２ 極楽寺文化を今に伝える国見山 稲瀬 １０８ すずの里に鎮座する 毘沙門堂 江釣子 

５３ 悠久の眺め 樺山歴史の広場 稲瀬 １０９ 追憶の里 蔵屋敷遺跡 江釣子 

５４ 堤ケ丘 桜パーク（桜並木） 黒北 １１０ 郷土芸能伝承の杜 滑田八坂神社 江釣子 

５５ 国体記念樹「枝垂れ桜」 黒北 １１１ 燃えたつ彼岸花につつまれる如意輪寺 稲瀬 

５６ 岩崎新田神楽 ため池周辺 岩崎 １１２ 開拓魂の歴史を刻む、後藤野墓地公園 藤根 
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３.景観法（抜粋） 
 

平成16年６月18日法律第110号 

最終改正：平成30年５月18日法律第23号 

 

第１章 総則（第１条―第７条） 

第２章 景観計画及びこれに基づく措置 

 第１節 景観計画の策定等（第８条―第15条） 

 第２節 行為の規制等（第16条―第18条） 

 第３節 景観重要建造物等 

  第１款 景観重要建造物の指定等（第19条―第27条） 

  第２款 景観重要樹木の指定等（第28条―第35条） 

  第３款 管理協定（第36条―第42条） 

  第４款 雑則（第43条―第46条） 

 第４節 景観重要公共施設の整備等（第47条―第54条） 

 第５節 景観農業振興地域整備計画等（第55条―第59条） 

 第６節 自然公園法の特例（第60条） 

第３章 景観地区等 

 第１節 景観地区 

  第１款 景観地区に関する都市計画（第61条） 

  第２款 建築物の形態意匠の制限（第62条―第71条） 

  第３款 工作物等の制限（第72条・第73条） 

 第２節 準景観地区（第74条・第75条） 

 第３節 地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠の制限

（第76条） 

 第４節 雑則（第77条―第80条） 

第４章 景観協定（第81条―第91条） 

第５章 景観整備機構（第92条―第96条） 

第６章 雑則（第97条―第100条） 

第７章 罰則（第101条―第108条） 

附則 

 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観

の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講

ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな

生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もっ

て国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与

することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊

かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ、国民共

通の資産として、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、

その整備及び保全が図られなければならない。 

２ 良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活

動等との調和により形成されるものであることにかんがみ、適正な

制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて、

その整備及び保全が図られなければならない。 

３ 良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものであるこ

とにかんがみ、地域住民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及

び特色の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなければなら

ない。 

４ 良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を

担うものであることにかんがみ、地域の活性化に資するよう、地方

公共団体、事業者及び住民により、その形成に向けて一体的な取組

がなされなければならない。 

５ 良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみな 

 

 

 

 

らず、新たに良好な景観を創出することを含むものであることを旨

として、行わなければならない。 

（国の責務） 

第３条 国は、前条に定める基本理念（以下、「基本理念」という。）

にのっとり、良好な景観の形成に関する施策を総合的に策定し、及

び実施する責務を有する。 

２ 国は、良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及等を通じて、

基本理念に対する国民の理解を深めるよう努めなければならない。 

（地方公共団体の責務） 

第４条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成の

促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その区域の自然的

社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動に

関し、良好な景観の形成に自ら努めるとともに、国又は地方公共団

体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければなら

ない。 

（住民の責務） 

第６条 住民は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する理

解を深め、良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めると

ともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する

施策に協力しなければならない。 

（定義） 

第７条 （略） 

 

第２章 景観計画及びこれに基づく措置 

第１節 景観計画の策定等 

（景観計画） 

第８条 景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街地又は集落を形

成している地域及びこれと一体となって景観を形成している地域に

おける次の各号のいずれかに該当する土地（水面を含む。以下この

項、第11条及び第14条第２項において同じ。）の区域について、良好

な景観の形成に関する計画（以下「景観計画」という。）を定めるこ

とができる。 

 一 現にある良好な景観を保全する必要があると認められる土地の

区域 

 二 地域の自然、歴史、文化等からみて、地域の特性にふさわしい

良好な景観を形成する必要があると認められる土地の区域 

 三 地域間の交流の拠点となる土地の区域であって、当該交流の促

進に資する良好な景観を形成する必要があると認められるもの 

 四 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関す

る事業が行われ、又は行われた土地の区域であって、新たに良好

な景観を創出する必要があると認められるもの 

 五 地域の土地利用の動向等からみて、不良な景観が形成されるお

それがあると認められる土地の区域 

２ 景観計画においては、次に揚げる事項を定めるものとする。 

 一 景観計画の区域（以下「景観計画区域」という。） 

 二 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 

 三 第19条第１項の景観重要建造物又は第28条第１項の景観重要樹

木の指定の方針（当該景観計画区域内にこれらの指定の対象とな

る建造物又は樹木がある場合に限る。） 

 四 次に揚げる事項のうち、良好な景観の形成のために必要なもの 

  イ 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関

する行為の制限に関する事項 

  ロ 当該景観計画区域内の道路法（昭和27年法律第180号）による

道路、河川法（昭和39年法律第167号）による河川、都市公園法

（昭和31年法律第79号）による都市公園、津波防災地域づくり 
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に関する法律（平成23年法律第123号）による津波防護施設、

海岸保全区域等（海岸法（昭和31年法律第101号）第２条第３

項に規定する海岸保全区域等をいう。以下同じ。）に係る海岸、

港湾法（昭和25年法律第218号）による港湾、漁港漁場整備法

（昭和25年法律第137号）による漁港、自然公園法による公園事

業（国又は同法第10条第２項に規定する公共団体が執行するも

のに限る。）に係る施設その他政令で定める公共施設（以下「特

定公共施設」と総称する。）であって、良好な景観の形成に重要

なもの（以下「景観重要公共施設」という。）の整備に関する事

項 

ハ 景観重要公共施設に関する次に揚げる基準であって、良好な

景観の形成に必要なもの 

   (1) 道路法第32条第１項又は第３項の許可の基準 

   (2) 河川法第24条、25条、26条第１項又は第27条第１項（こ

れらの規定を同法第100条第１項において準用する場合を含

む。）の許可の基準 

   (3) 都市公園法第５条第１項又は第６条第１項若しくは第３

項の許可の基準 

(4) 津波防災地域づくりに関する法律第22条第１項又は第23

条第１項の許可の基準 

(5) 海岸法第７条第１項、第８条第１項、第37条の４又は第37

条の５の許可の基準 

(6) 港湾法第37条第１項の許可の基準 

(7) 漁港漁場整備法第39条第１項の許可の基準 

  ニ 第55条第１項の景観農業振興地域整備計画の策定に関する基

本的な事項 

  ホ 自然公園法第20条第３項、第21条第３項又は第22条第３項の

許可（政令で定める行為に係るものに限る。）の基準であって、

良好な景観の形成に必要なもの（当該景観計画区域に国立公園

又は国定公園の区域が含まれる場合に限る。） 

３ 前項各号に揚げるもののほか、景観計画においては、景観計画区

域における良好な景観の形成に関する方針を定めるよう努めるもの

とする。 

４～11 （略） 

第９条～第15条 （略） 

 

第２節 行為の規制等 

（届出及び勧告等） 

第16条 景観計画区域内において、次に揚げる行為をしようとする者

は、あらかじめ、国土交通省令（第４号に揚げる行為にあっては、

景観行政団体の条例。以下この条において同じ。）で定めるところに

より、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国

土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届け出なければなら

ない。 

一 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更すること

となる修繕若しくは模様替又は色彩の変更（以下「建築等」とい

う。） 

二 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更すること

となる修繕若しくは模様替又は色彩の変更（以下「建設等」とい

う。） 

三 都市計画法第４条第12項に規定する開発行為その他政令で定め

る行為 

四 前３号に揚げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼす

おそれのある行為として景観計画に従い景観行政団体の条例で定

める行為 

２ 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち、

国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、

その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。 

３ 景観行政団体の長は、前２項の規定による届出があった場合にお

いて、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為につい 

 

ての制限に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、

その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとるこ

とを勧告することができる。 

４ 前項の勧告は、第１項又は第２項の規定による届出のあった日か

ら30日以内にしなければならない。 

５～７ （略） 

（変更命令等） 

第17条 景観行政団体の長は、良好な景観の形成のために必要がある

と認めるときは、特定届出対象行為（前条第１項第１号又は第２号

の届出を要する行為のうち、当該景観行政団体の条例で定めるもの

をいう。第７項及び次条第１項において同じ。）について、景観計画

に定められた建築物又は工作物の形態意匠の制限に適合しないもの

をしようとする者又はした者に対し、当該制限に適合させるため必

要な限度において、当該行為に関し設計の変更その他の必要な措置

をとることを命ずることができる。この場合においては、前条第３

項の規定は、適用しない。 

２ 前項の処分は、前条第１項又は第２項の届出をした者に対しては、

当該届出があった日から30日以内に限り、することができる。 

３ 第１項の処分は、前条第１項又は第２項の届出に係る建築物若し

くは工作物又はこれらの部分の形態意匠が政令で定める他の法令の

規定により義務付けられたものであるときは、当該義務の履行に支

障のないものでなければならない。 

４ 景観行政団体の長は、前条第１項又は第２項の届出があった場合

において、実地の調査をする必要があるとき、その他第２項の期間

内に第１項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、

90日を超えない範囲でその理由が存続する間、第２項の期間を延長

することができる。この場合においては、同項の期間内に、前条第

１項又は第２項の届出をした者に対し、その旨、延長する期間及び

延長する理由を通知しなければならない。 

５～９ （略） 

（行為の着手の制限） 

第18条 第16条第１項又は第２項の規定による届出をした者は、景観

行政団体がその届出を受理した日から30日（特定届出対象行為につ

いて前条第四項の規定により同条第２項の期間が延長された場合に

あっては、その延長された期間）を経過した後でなければ、当該届

出に係る行為（根切り工事その他の政令で定める工事に係るものを

除く。第103条第４号において同じ。）に着手してはならない。ただ

し、特定届出対象行為について前条第１項の命令を受け、かつ、こ

れに基づき行う行為については、この限りでない。 

２ 景観行政団体の長は、第16条第１項又は第２項の規定による届出

に係る行為について、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがな

いと認めるときは、前項本文の期間を短縮することができる。 

 

第３節 景観重要建造物等 

第１款 景観重要建造物の指定等 

（景観重要建造物の指定） 

第19条 景観行政団体の長は、景観計画に定められた景観重要建造物

の指定の方針（次条第３項において「指針方針」という。）に即し、

景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物（これと一体と

なって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。以下こ

の節において同じ。）で国土交通省令で定める基準に該当するものを、

景観重要建造物として指定することができる。 

２ 景観行政団体の長は、前項の規定による指定をしようとするとき

は、あらかじめ、当該建造物の所有者（所有者が２人以上いるとき

は、その全員。次条第２項及び第21条第１項において同じ。）の意見

を聴かなければならない。 

３ 第１項の規定は、文化財保護法（昭和25年法律第214号）の規定に

より国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然

記念物として指定され、又は仮指定された建造物については、適用

しない。 
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第20条～第27条 （略） 

 

第２款 景観重要樹木の指定等 

（景観重要樹木の指定） 

第28条 景観行政団体の長は、景観計画に定められた景観重要樹木の

指定の方針（次条第３項において「指定方針」という。）に即し、景

観計画区域内の良好な景観の形成に重要な樹木で国土交通省令（都

市計画区域外の樹木にあっては、国土交通省令・農林水産省令。以

下この款において同じ。）で定める基準に該当するものを、景観重要

樹木として指定することができる。 

２ 景観行政団体の長は、前項の規定による指定をしようとするとき

は、あらかじめ、その指定をしようとする樹木の所有者（所有者が

２人以上いるときは、その全員。次条第２項及び第30条第１項にお

いて同じ。）の意見を聴かなければならない。 

３ 第１項の規定は、文化財保護法の規定により特別史跡名勝天然記

念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された樹

木については、適用しない。 

第29条～第35条 （略） 

 

第３款 管理協定 （略） 

第４款 雑則 （略） 

第４節 景観重要公共施設の整備等 （略） 

第５節 景観農業振興地域整備計画等 （略） 

第６節 自然公園法の特例 （略） 

 

第３章 景観地区等 （略） 

 

第４章 景観協定 

（景観協定の締結等） 

第81条 景観計画区域内の一団の土地（公共施設の用に供する土地そ

の他の政令で定める土地を除く。）の所有者及び借地権を有する者

（土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第98条第１項（大都市地

域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和

50年法律第67号。以下「大都市住宅等供給法」という。）第83条にお

いて準用する場合を含む。以下この章において同じ。）の規定により

仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前

の土地の所有者及び借地権を有する者。以下この章において「土地

所有者等」という。）は、その全員の合意により、当該土地の区域に

おける良好な景観の形成に関する協定（以下「景観協定」という。）

を締結することができる。ただし、当該土地（土地区画整理法第98

条第１項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当

該土地に対応する従前の土地）の区域内に借地権の目的となってい

る土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地

の所有者の合意を要しない。 

２ 景観協定においては、次に揚げる事項を定めるものとする。 

一 景観協定の目的となる土地の区域（以下「景観協定区域」とい

う。） 

二 良好な景観の形成のための次に揚げる事項のうち、必要なもの 

 イ 建築物の形態意匠に関する基準 

 ロ 建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関す

る基準 

 ハ 工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する基準 

 ニ 樹林地、草地等の保全又は緑化に関する事項 

 ホ 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関

する基準 

 ヘ 農用地の保全又は利用に関する事項 

 ト その他良好な景観の形成に関する事項 

三 景観協定の有効期間 

四 景観協定に違反した場合の措置 

３ 景観協定においては、前項各号に揚げるもののほか、景観計画区 

 

域内の土地のうち、景観協定区域に隣接した土地であって、景観協

定区域の一部とすることにより良好な景観の形成に資するものとし

て景観協定区域の土地となることを当該景観協定区域内の土地所有

者等が希望するもの（以下「景観協定区域隣接地」という。）を定め

ることができる。 

４ 景観協定は、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。 

第82条～第91条 （略） 

 

第５章 景観整備機構 （略） 

 

第６章 雑則 （略） 

 

第７章 罰則 

第101条 第17条第５項の規定による景観行政団体の長の命令又は第

64条第１項の規定による市町村長の命令に違反した者は、１年以下

の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

第102条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処

する。 

 一 第17条第１項の規定による景観行政団体の長の命令又は第70条

第１項の規定による市町村長の命令に違反した者 

 二 （略） 

 三 （略） 

 四 （略） 

第103条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処

する。 

 一 第16条第１項又は第２項の規定に違反して、届出をせず、又は

虚偽の届出をした者 

 二 第17条第７項又は第71条第１項の規定による報告をせず、又は

虚偽の報告をした者 

 三 第17条第７項の規定による立入検査若しくは立入調査又は第71

条第１項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

 四 第18条第１項の規定に違反して、届出に係る行為に着手した者 

 五 第22条第１項又は第31条第１項の規定に違反して、行為をした

者 

 六 第22条第3項（第31条第２項において準用する場合を含む。）の

規定により許可に付された条件に違反した者 

 七 第23条第１項（第32条第１項において準用する場合を含む。）の

規定による景観行政団体の長の命令に違反した者 

 八 （略） 

第104条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の

従業者が、その法人又は人の業務に関し、前２条の違反行為をした

ときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰

金刑を科する。 

第105条 第26条又は第34条の規定による景観行政団体の長の命令に

違反した者は、30万円以下の過料に処する。 

第106条 第45条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、

20万円以下の過料に処する。 

第107条 第43条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をし

た者は、５万円以下の過料に処する。 

第108条 （略） 

 

附則 （略） 
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４．北上市景観条例 
 

平成21年９月30日条例第18号 

 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 景観計画（第５条・第６条） 

第３章 行為の届出等（第７条―第15条） 

第４章 景観形成の推進（第16条―第21条） 

第５章 景観審議会（第22条―第30条） 

第６章 雑則（第31条） 

附則 

 

 私たちが暮らす北上の緑あふれる自然、歴史と文化に育まれた豊か

な景観は、かけがえのない市民共有の財産です。 

 このかけがえのない景観が、これからも一人ひとりの心の中にある

原風景に語りかけるような、温かさや安らぎ、魅力にあふれたものと

なるよう、私たちはみんなで力をあわせて守り、創り、育て、次の世

代へと引き継いでいかなければなりません。 

 私たち市民はもちろん、かつて北上に住んでいた人、仕事や観光で

訪れる人など、このまちに関わるすべての人にとって、北上が愛着と

誇りをもてる心のふるさとになることを願い、私たち一人ひとりが景

観づくりを進めるため、この条例を制定します。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、景観法（平成16年法律第110号。以下「法」とい

う。）の実施その他良好な景観の形成に関し必要な事項を定めること

により、市民、事業者及び行政の協働による良好な景観の形成を推

進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

 (1) 景観形成 良好な景観を保全し、育成し、又は創出することを

いう。 

 (2) 建築物 建築物基準法（昭和25年法律第201号）第２条第１号

に規定する建築物をいう。ただし、附属する門及び塀を除く。 

 (3) 工作物 建築物以外の工作物で規則で定めるものをいう。 

（市の責務） 

第３条 市は、この条例の目的を達成するため、景観形成に関する総

合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。 

２ 市は、前項に規定する施策の策定及び実施に当たっては、市民及

び事業者の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。 

３ 市は、公共施設の整備を行うときは、景観形成のための先導的な

役割を果たすよう努めなければならない。 

４ 市は、市民及び事業者に対し、景観形成に関する知識の普及及び

意識の啓発を図るため、必要な措置を講じなければならない。 

（市民及び事業者の責務） 

第４条 市民は、景観形成に関する理解を深めるとともに、自らが景

観形成の主体であることを認識し、自主的かつ積極的に景観形成に

努めなければならない。 

２ 事業者は、景観形成に関する理解を深めるとともに、自らの施設

及び事業活動が景観形成に影響を与えるものであることを認識し、

事業の実施に当たっては、自主的かつ積極的に景観形成に努めなけ

ればならない。 

３ 市民及び事業者は、市が実施する景観形成に関する施策に協力し

なければならない。 

 

 

 

 

 

第２章 景観計画 

（景観計画の策定） 

第５条 市は、景観形成を推進するため、法第８条第１項に規定する

景観計画を定めるものとする。 

２ 市は、前項に規定する景観計画を定め、又はこれを変更しようと

するときは、法第９条に規定する手続のほか、あらかじめ第22条に

規定する北上市景観審議会（以下「審議会」という。）の意見を聴か

なければならない。 

３ 市は、景観計画区域のうち、地域の特性を生かした景観形成を図

るため特に必要と認める区域を景観形成強化区域として定めること

ができる。 

４ 前項の景観形成強化区域においては、法第８条第３項の良好な景

観の形成に関する方針のほか、同条第２項第２号の良好な景観のた

めの行為の制限に関する事項を当該区域ごとに定めるものとする。 

（平24条例15・一部改正） 

（景観計画への適合） 

第６条 景観計画区域内において、法第16条第１項各号に揚げる届出

を要する行為をしようとする者は、当該行為が景観計画に適合する

よう努めなければならない。 

 

第３章 行為の届出等 

（届出を要する行為） 

第７条 法第16条第１項第４号の条例で定める届出を要する行為は、

次に揚げる行為とする。 

 (1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変

更 

 (2) 屋外における土石、廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法

律（昭和45年法律第137号）第２条第１項に規定する廃棄物をい

う。）、再生資源（資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３

年法律第48号）第２条第４項に規定する再生資源をいう。）その

他の物件の堆積 

 (3) 木竹の伐採（景観形成強化区域内において行われるものに限

る。） 

（行為の届出等） 

第８条 法第16条第１項又は第２項により届出を要する行為を行おう

とする者は、当該行為の着手する30日前までに、規則で定めるとこ

ろにより、図書を添付して市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項に規定する届出が景観計画に定められた当該行為

についての制限に適合すると認めるときは、その届出をした者に対

し、その旨を通知するものとする。 

（事前協議） 

第９条 前条に規定する届出をしようとする者は、当該届出に先立ち、

市長に対して、当該届出を要する行為について協議及び技術的助言

を求めることができる。 

２ 市長は、前項に規定する求めがあった場合は、これに応じなけれ

ばならない 

（届出を要しない行為） 

第10条 法第16条第７項第11号の条例で定める届出を要しない行為は、

次に揚げる行為のうち、規則で定めるものに該当するものとする。 

(1) 法第16条第１項第１号から第３号までに揚げる行為 

(2) 第７条に揚げる行為 

（平30条例26・一部改正） 

（特定届出対象行為） 

第11条 法第17条第１項の条例で定める特定届出対象行為は、法第16

条第１項第１号及び第２号に規定する行為のうち、同条第７項各号

に揚げる届出を要しない行為を除いた行為とする。 
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（助言及び指導） 

第12条 市長は、景観形成を推進するために必要があると認めるとき

は、第８条に規定する届出をした者に対し、当該届出に係る行為に

ついて、必要な助言又は指導をすることができる。 

（勧告及び変更命令等の手続） 

第13条 市長は、法第16条第３項に規定する勧告又は法第17条第１項

若しくは第５項に規定する命令をしようとするときは、審議会の意

見を聴かなければならない。 

（公表） 

第14条 市長は、前条の勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に

従わないときは、当該勧告を受けた者の住所、氏名（法人にあって

は名称及び代表者の氏名）及びその内容を公表することができる。 

２ 市長は、前項に規定する公表をしようとするときは、あらかじめ

当該公表の対象となる者に意見を述べる機会を与えるとともに、審

議会の意見を聴かなければならない。 

（行為の完了等の届出等） 

第15条 第８条に規定する届出をした者は、当該届出に係る行為が完

了したとき、又は中止したときは、規則で定めるところにより、速

やかにその旨を市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項に規定する届出があったとき、その他必要があると

認めるときは、当該行為が景観計画に定められた制限に適合してい

るかどうかについて確認しなければならない。 

３ 市長は、前項に規定する確認に関し必要があると認めるときは、

職員に、当該行為に係る敷地に立ち入り、当該行為の実施状況を検

査させることができる。 

４ 前項に規定する立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を

携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなけ

ればならない。 

５ 第３項の規定による立入検査又は立入調査の権限は、犯罪捜査の

ために認められたものと解してはならない。 

 

第４章 景観形成の推進 

（景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等） 

第16条 市長は、法第19条第１項に規定する景観重要建造物の指定又

は法第28条第１項に規定する景観重要樹木の指定をしようとすると

きは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。 

２ 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木を指定したときは、そ

の旨を告示しなければならない。 

３前２項の規定は、法第27条第１項若しくは第２項に規定する景観重

要建造物の指定の解除又は法第35条第１項若しくは第２項に規定す

る景観重要樹木の指定の解除について準用する。 

（きたかみ景観資産の認定） 

第17条 市長は、市民及び事業者が主体となって地域の個性や魅力を

生かした景観形成を推進するため、建築物等及びその景観形成に係

る活動について、次の各号いずれにも該当すると認めるときは、き

たかみ景観資産として認定することができる。 

(1) 地域の特性にふさわしい景観形成に必要な建築物、工作物、樹

木その他の物件又はこれらのものが一体となって良好な景観を

形成している区域等（以下「景観資源」という。） 

(2) 市民又は事業者で構成される団体（以下「団体」という。）の

行う活動で、前号の景観資源の景観形成に寄与しているもの 

２ 市長は、前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじ

め審議会の意見を聴かなければならない。 

（きたかみ景観資産の申請等） 

第18条 きたかみ景観資産の認定を受けようとする団体は、当該認定

に係る景観資源の所有者の同意を得て、市長に申請しなければなら

ない。 

２ 市長は、前条第１項の規定により認定をしたときは、当該申請を

した者にその旨を通知するとともに、公表しなければならない。 

 

 

（きたかみ景観資産の認定解除） 

第19条 市長は、きたかみ景観資産について、その景観資源若しくは

団体の活動が消滅したとき、団体からの申出があったとき、又はそ

の他特別な理由があると認めるときは、審議会の意見を聴いて、そ

の認定を解除することができる。 

（支援） 

第20条 市長は、第17条第１項に規定する認定を受けて活動を行う団

体に対し、必要があると認めるときは、専門家の派遣又は技術的支援

を行うことができる。 

２ 市長は、前項に規定するもののほか、景観形成に寄与すると認め

られる行為を行おうとする者に対し、技術的支援を行うことができ

る。 

（景観賞） 

第21条 市長は、景観形成に寄与していると認められる建築物、工作

物その他の物件について、その所有者、設計者等を賞することがで

きる。 

２ 市長は、前項に規定するもののほか、景観形成に貢献していると

認められる者を賞することができる。 

３ 市長は、前２項の規定により賞するときは、あらかじめ審議会の

意見を聴かなければならない。 

 

  第５章 景観審議会 

（景観審議会） 

第22条 市の景観形成について調査審議を行うため、北上市景観審議

会を置く。 

（所掌事項） 

第23条 審議会は、市長の諮問に応じ、この条例に定めるもののほか、

景観形成の推進に関する重要事項について調査審議する。 

２ 審議会は、前項に定めるもののほか、景観形成に関する事項につ

いて市長に意見を述べることができる。 

（組織） 

第24条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に揚げる

者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 知識経験者 

(2) 関係行政機関の職員 

(3) その他市長が適当と認める者 

（任期） 

第25条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 欠員が生じた場合の補欠による委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

（会長） 

第26条 審議会に会長を置き、委員の互選とする。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長

の指定する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第27条 審議会は、市長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことがで

きない。 

３審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、

会長の決するところによる。 

４ 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求

め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（専門部会） 

第28条 審議会は、専門の事項を調査するため、必要に応じて専門部

会を置くことができる。 

２ 専門部会に属する委員は、審議会の委員のうちから会長が指名す

る。 
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（庶務） 

第29条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。 

（平24条例37・一部改正） 

（委任） 

第30条 第22条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関

し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

 

第６章 雑則 

（補則） 

第31条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第７条から第16条

までの規定は平成22年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の公布の日までに定められた北上市景観計画は、第５条

第１項及び第２項の規定により定められた景観計画とみなす。 

３ 附則第１項ただし書に規定する施行日の前に、岩手の景観の保全

と創造に関する条例（平成５年岩手県条例第35号）の規定により岩

手県知事に届出を行った行為については、法第16条第１項に規定す

る届出を要しないものとする。 

附 則（平成24年条例第15号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年条例第37号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この条例は、平成 30年 12月１日から施行する。 


	(修正)景観計画1
	(修正)景観計画2
	(修正)景観計画３

